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新型コロナウィルスの感染症対策のための区立学校（園）の臨時休業について 

 

 国の新型コロナウィルスの感染症対策本部の要請及び東京都の方針等を踏まえ、墨田区

教育委員会では、区立幼稚園、区立小、中学校を令和２年３月２日（月）から３月２５日

（水）までの期間、臨時休業にすることを決定しました。 

本来であれば、お子様にとって、進学、進級に向けた学習のまとめの時期であるととも

に、学校生活の思い出となる行事を控えた重要な時期でもあり、教育委員会としても通常

の授業や行事を実施することが望ましいと考えます。しかしながら、多数の子どもたちの

日常的な接触を可能な限り避けることで、新型コロナウィルス感染を予防することができ、

また、拡大を防止することは重要な意義をもつものです。 

保護者の皆様には、ご心配、ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただき、各ご

家庭での健康管理、感染防止にご協力をお願いいたします。 

 

１ 臨時休業期間  令和２年３月２日（月）午後から３月２５日（水）まで 

  ※３月２６日（木）からは春季休業期間となります。 

 

２ 臨時休業期間の過ごし方（感染症予防の徹底） 

  新型コロナウィルス感染の拡大を防止のための臨時休業であるため、人の集まるとこ

ろへの外出を避け、基本的に自宅で過ごすようにしてください。また、咳エチケットや

手洗い等の感染予防対策を行うようにしてください。 

（１）毎日２回（起床時及び就寝前）、お子様の検温を行い、健康状態を確認し「健康観察

表」に記録をしてください。 

（２）臨時休業期間から春季休業期間については、お子様の健康観察を継続し、発熱等の

風邪の症状がみられるときは、学校（園）にお知らせください。 

 

３ 令和元年度卒業式、修了式について 

  感染予防の視点から、内容を精選し、時間短縮したうえで、予定の日程で実施します。 

（１）幼稚園修了式 ３０分以内程度で、卒園児、職員と卒園児１名につき保護者１名の

みの参加として、来賓、在園児は参加しない形で実施します。 

（２）小学校・中学校卒業式 １時間以内程度で、卒業生、教職員、式に関係する在校生

のみの参加として、来賓、保護者は参加しない形で実施します。 

（３）幼稚園終業式・小学校・中学校修了式 校内放送設備を利用する、各学級教室に分



散した形をとるなど、方法を工夫して実施します。 

 

４ 感染症が発生した場合の対応について 

万が一、お子様が発症した場合や、同居の家族が発症するなど、お子様が濃厚接触者で

あることが判明した場合は、学校（園）にお知らせください。 

 

５ 学校外教育施設の対応について 

（１）適応指導教室（サポート学級・ステップ学級）、すみだ国際学習センター 

令和２年３月２日（月）午後から３月２５日（水）まで臨時休業期間とします。 

（２）放課後子ども教室 

令和２年３月２日（月）から３月２５日（水）まで休止します。 

（３）区立図書館 

令和２年３月２日（月）から３月３１日（火）までは、図書の貸し出し、返却はでき

ますが、閲覧席の利用や、書架（本棚）への立ち入りはできません。 

（４）学校施設貸出 

令和２年２月２９日（土）から３月３１日（火）まで、区立全小中学校の施設貸し出  

しは中止します。 

   旧学校施設（旧向島中学校・旧隅田小学校 等）については検討中です。 

 

５ その他 

  区立幼稚園については、休園としますが、保護者の就労等で家庭での保育が行えない 

事情がある場合には、幼稚園の通常の開園時間の範囲で受け入れを行います。 

 

 

【担当】 

感染症予防・感染症発生時の対応について 

学務課 給食保健担当  前川         ５６０８－６３０５ 

      学校教育・適応指導教室での対応について 

指導室 統括指導主事  石坂         ５６０８－６３０８ 

放課後子ども教室について 

地域教育支援課 地域教育支援担当 高宮・須藤・山川・富田 ５６０８－６３１１ 

      区立図書館の対応について 

ひきふね図書館  長山・大竹         ５６５５－２３５０ 

学校施設貸出について 

庶務課 施設係  大西・高良         ５６０８－６３１３ 


